
○
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

車
両
制
限
令
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
を
定
め
る
件

車
両
制
限
令
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

車
両
制
限
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
全
て
の
都
道

府
県
に
つ
い
て
四
百
円
と
す
る
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
求
め
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
求
め
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
回
答
を
基
に

追
加
し
て
行
う
特
定
照
会
（
令
第
二
十
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
求
め
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
、
出
発
地
又
は
目
的
地
が
当
該
回
答
に
係
る
通
行
可
能
経
路
上
に
あ
り
、
か
つ
、
出
発
地
か
ら
目

的
地
ま
で
の
経
路
の
長
さ
が
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の
（
次
号
ロ
に
お
い
て
「
追
加
照
会
」
と
い
う
。
）

に
係
る
令
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
全
て
の
都
道
府
県
に
つ
い
て
百
円
と
す
る
。

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
令
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
額
は
、
全
て
の
都
道
府
県
に
つ
い
て
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該



イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

イ

連
接
す
る
五
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
特
定
照
会
を
一
括
し
て
行
う
場
合

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

(1)

(3)

特
定
照
会
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

(1)

(3)

(1)

一
括
し
て
行
う
特
定
照
会
の
う
ち
四
ま
で
の
部
分
の
特
定
照
会

四
百
円

(2)

一
括
し
て
行
う
特
定
照
会
の
う
ち
四
を
超
え
十
四
ま
で
の
部
分
の
特
定
照
会

三
百
円

(3)

一
括
し
て
行
う
特
定
照
会
の
う
ち
十
四
を
超
え
る
部
分
の
特
定
照
会

二
百
円

ロ

二
の
特
定
照
会
（
追
加
照
会
及
び
当
該
追
加
照
会
以
外
の
特
定
照
会
で
そ
の
出
発
地
又
は
目
的
地
と
当
該
追
加

照
会
に
係
る
出
発
地
又
は
目
的
地
の
い
ず
れ
か
が
同
一
の
地
点
で
あ
る
も
の
で
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
特
定
照
会
に

係
る
出
発
地
か
ら
目
的
地
ま
で
の
経
路
の
長
さ
の
合
計
が
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一

括
し
て
行
う
場
合

又
は

に
掲
げ
る
特
定
照
会
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

又
は

に
定
め
る
額

(1)

(2)

(1)

(2)

追
加
照
会

百
円

(1)

追
加
照
会
以
外
の
特
定
照
会

零
円

(2)
附

則

こ
の
告
示
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


